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広く市民の皆さんの意見を反映させ

　　　　　　　市民協働のまちづくりを実現するため、委員を募集いたします。
委員任務

【行方市行政改革推進委員会】　募集人員４名以内（年間４回程度開催予定）
　委員会は、市長の諮問に応じて、行方市の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議します。

【行方市公の施設指定管理者候補者選定委員会】
　募集人員３名以内（年間６回程度開催予定）

　委員会は、指定管理者の候補者を公平かつ適正に選定するために設置されています。

　＊�指定管理者制度は、公の施設の管理運営に民間等のノウハウを活用し、住民サービスの向上と経費の節減

等を図ることを目的としています。

応募資格（次のすべてに該当する方）
○市内に在住する満 20歳以上の方（平成 24年 4月 1日現在）

○各委員会任務の推進に関心のある方（会議時間は基本的に平日の日中開催予定）

○開催予定の委員会にほぼ出席できる方

○国又は地方公共団体の議会議員若しくは常勤の公務員でない方

○委員としての責務を自覚し公平性を有している方

応募要件　＊委員会を通じて知り得た秘密について守秘義務を負います。

　　　　　　＊男女共同参画社会の推進の視点から女性の方の積極的な応募をお待ちしています。

任　　期　　平成 24年度より 2 年間

報　　酬　　会議出席 1回 5,000 円をお支払します。（ただし、所得税分を源泉徴収させていただきます）　

応募方法　　所定の応募用紙に必要事項を記入の上、下記まで提出願います。（持参又は郵送）
★応募用紙は、ご連絡をいただければ送付させていただきます。（市のホームページからダウンロードすることも可能）

選考方法　応募書類により選考決定いたします。

応募期間　5 月 1日～ 5月 31日
お問い合わせ　秘書課（麻生庁舎）提出先　〒 311-3892　行方市麻生 1561-9　電話 0299-72-0811

行政改革推進委員会・指定管理者候補者選定委員会
委員を公募いたします。
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　いままでは最終目的地（東京駅）まで降車できませんでしたが、今年度から一部停留所において降車可能と

なりました。例えば、山田橋停留場（北浦地区）で乗車し、麻生庁舎停留場で降車する

ことや、麻生庁舎停留場で乗車し、潮来駅で降車することが可能となります。

　今後利用者が増加すれば、降車可能停留所や運行便数の拡充も期待できますので、皆

様のご利用をお願いします。

【運賃及び路線（上り）】

麻生庁舎まで 200 300 400 500 600 700 800

潮来駅まで 160 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

佐原駅まで 320 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

東京駅まで 1700 2000
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※☆印の停留所が乗降可能な停留所となります

東関東道高速バスがより便利になりました！

「近隣への移動も安心・快適な高速バスで！」

食品中の放射性物質に係る規格基準について

　昨年３月に発生した福島原発の事故を受け、厚生労働省は、昨年３月 17日に、緊急的な措置として原

子力安全委員会により示されていた「飲食物摂取制限に関する指標」を食品中の放射性物質に係る食品

衛生法上の暫定規制値として設定しました。

　その後、食品安全委員会による食品健康影響評価及び薬事・食品衛生審議会の審議を経て、食品中の

放射性セシウムに係る新基準値が設定されました。

　なお、一部食品（牛肉、米、大豆等）に経過措置が設けられておりますので、ご留意願います。不明

な点等については、県保健福祉部生活衛生課食の安全対策室 ( ℡ 029-301-3424）又は鉾田保健所（℡

0291-33-2158）へご相談願います。詳細については下記ホームページをご覧下さい。

厚生労働省ホームページ　http://www.mhlw.go.jp/shinasai�jyouhou/shokuhin.html

○放射性セシウムの暫定規制値　※ 1
食品群 規制値
飲料水 200

牛乳・乳製品 200
野菜類

500穀類
肉・卵・魚・その他
※１放射性ストロンチウムを含めて規制値を設定

○放射性セシウムの新基準値　※ 2
食品群 基準値

飲料水 10

牛乳 50

一般食品 100

乳児用食品 50
※�２放射性ストロンチウム、プルトニウム等を
含めて基準値を設定

■問い合わせ　関鉄グリーンバス株式会社　℡０２９１- ３３- ３１８１
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東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
住

宅
等
を
復
興
す
る
た
め
に
必
要
な
資
金
を
借

入
れ
て
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
住
宅
を
復

興
し
た
場
合
に
借
入
資
金
の
支
払
い
利
息
の

一
部
を
行
方
市
が
補
給
し
ま
す
。

【
申
込
期
間
】　

平
成
24
年
６
月
１
日
（
金
）

～
平
成
26
年
３
月
31
日
（
月
）
ま
で

【
利
子
補
給
金
限
度
額
】

年
利
２
．
０
％
に
相
当
す
る
額
（
毎
月
の
融

資
残
高
よ
り
算
出
す
る
）

被
災
地
住
宅
復
興
支
援
の
た
め
の

利
子
補
給
制
度
に
つ
い
て

都
市
建
設
課
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庁
舎
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確
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ん
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都
市
建
設
課
（
玉
造
庁
舎
）

　
　
　

☎ 
０
２
９
９
（
５
５
）
０
１
１
１

【
利
子
補
給
対
象
融
資
限
度
額
】

・
住
宅
復
旧
の
み
：
６
４
０
万
円

・
宅
地
復
旧
の
み
：
３
９
０
万
円

・
住
宅
復
旧
及
び
宅
地
復
旧

　
　
　
　
　
　
　
　

：
１
，
０
３
０
万
円

【
利
子
補
給
期
間
】

　

利
子
の
支
払
い
開
始
日
か
ら
５
年
以
内

（
た
だ
し
、
無
利
子
期
間
・
利
子
支
払
猶
予

期
間
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
期
間
を
含
め
た

５
年
以
内
）

【
対
象
者
】

�

・
り
災
証
明
書
で
大
規
模
半
壊
、
半
壊
も
し

く
は
一
部
損
壊
と
証
明
さ
れ
た
被
災
住
宅

又
は
復
旧
を
必
要
と
す
る
被
災
宅
地
を
所

有
す
る
方
。
た
だ
し
、
被
災
住
宅
を
解
体

し
て
、
被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
を
受
給

す
る
方
を
除
く
。

�

・
市
内
の
被
災
住
宅
の
補
修
、
建
設
も
し
く

は
購
入
及
び
被
災
宅
地
の
復
旧
を
行
う

方
。

�

・
住
宅
復
興
資
金
と
し
て
、
住
宅
金
融
支
援

機
構
、
民
間
金
融
機
関
か
ら
貸
付
を
受
け

た
方
。

�
・
市
税
及
び
税
外
収
入
金
を
滞
納
し
て
い
な

い
方
。

【
交
付
時
期
】　

毎
年
１
回
（
２
月
予
定
）

【
申
込
方
法
】　

所
定
の
申
込
書
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、
都
市
建
設
課
（
玉
造
庁
舎
）
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

行
方
市
で
は
、
既
存

木
造
住
宅
の
耐
震
性
を

確
認
し
て
い
た
だ
く
た

め
の
『
耐
震
診
断
士
派

遣
事
業
』
を
実
施
し
ま

す
の
で
、
事
業
希
望
者

を
募
集
し
ま
す
。

　

東
日
本
大
震
災
で
被
害
を
受
け
た
住
宅
の

被
害
程
度
を
診
断
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
診
断
概
要
】　

茨
城
県
木
造
住
宅
耐
震
診

断
士
を
派
遣
し
、
目
視
や
聞
き
取
り
に
よ
る

一
般
耐
震
診
断
を
行
い
、
耐
震
補
強
が
必
要

か
ど
う
か
を
判
定
し
て
も
ら
い
ま
す
。
診
断

後
、
耐
震
補
強
の
工
事
や
精
密
診
断
を
強
制

す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
募
集
期
間
】　

平
成
24
年
５
月
15
日
（
火
）

～
平
成
24
年
６
月
15
日
（
金
）

【
対
象
住
宅
】　

昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に

着
工
さ
れ
た
木
造
住
宅
で
、
階
数
が
２
階
以

下
（
延
べ
床
面
積
が
30
㎡
以
上
の
も
の
。
併

用
住
宅
の
場
合
は
、
面
積
の
半
分
以
上
が
住

宅
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
も
の

【
対
象
者
】　
「
対
象
住
宅
」
の
所
有
者
で
、

税
の
滞
納
の
無
い
方

【
募
集
件
数
】　

６
戸
（
先
着
順
。
定
数
に
達

し
た
時
点
で
締
切
り
）

【
調
査
費
用
】　

無
料

【
申
込
方
法
】　

所
定
の
申
込
書
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、
都
市
建
設
課
（
玉
造
庁
舎
）
に

提
出
。

〈
注
意
事
項
〉　｢

耐
震
診
断｣

や｢

耐
震
改

修｣

に
名
を
借
り
た
セ
ー
ル
ス
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
。
市
で
は
、
業
者
等
の
斡
旋
を
す
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

市
営
住
宅
の
入
居
者
募
集

　

市
営
住
宅
の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。

住
宅
名

所
在
地

間
取
り

構
造

募
集

戸
数

み
な
み
原
団
地

青
沼

８
４
１-

１
４

３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
Ｒ
Ｃ
構
造

３
戸

新
池
住
宅
麻
生

３
４
９
１
‐

２

３
Ｄ
Ｋ

木　

造

１
戸

【
募
集
期
間
】

平
成
24
年
５
月
７
日
（
月
）
～
５
月
15
日
（
火
）

【
入
居
資
格
】

左
記
の
①
～
③
の
全
て
の
要
件
に
該
当
す
る
方

①�

単
身
入
居
以
外
の
方
で
現
在
住
宅
に
困

っ
て
い
る
方

②
市
税
等
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

③�

公
営
住
宅
法
で
定
め
る
基
準
内
の
収
入

で
あ
る
方

（
例
）
一
般
世
帯
の
場
合

（
１
世
帯
の
合
計
所
得
額
ー
控
除
額
）
÷
12

　

＝
15
万
８
千
円
以
下

【
入
居
者
の
選
考
】　

市
営
住
宅
管
理
条
例

第
８
条
に
よ
り
入
居
者
選
考
委
員
会
を
行

い
入
居
者
を
決
定
い
た
し
ま
す
。

【
申
込
方
法
】　

所
定
の
申
込
書
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、
都
市
建
設
課(

玉
造
庁
舎)

に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

都
市
建
設
課
（
玉
造
庁
舎
）

　
　
　

☎ 

０
２
９
９
（
５
５
）
０
１
１
１
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地
震
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
す
た
め
、

木
造
住
宅
の
耐
震
性
を
高
め
る
た
め
の
耐
震

改
修
設
計
・
工
事
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま

す
。

　

東
日
本
大
震
災
で
被
害
を
受
け
た
住
宅
の

補
修
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
募
集
期
間
】

平
成
24
年
５
月
15
日
（
火
）

　
　
　
　
　
　

～
平
成
24
年
６
月
15
日（
金
）

【
対
象
住
宅
】

昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着
工
さ
れ
た
木

造
住
宅
で
、
階
数
が
２
階
以
下
（
延
べ
床
面

積
が
30
㎡
以
上
の
も
の
。
併
用
住
宅
の
場
合

は
、
面
積
の
半
分
以
上
が
住
宅
と
し
て
使
わ

れ
て
い
る
も
の
。

　

一
般
耐
震
診
断
の
結
果
、
上
部
構
造
評
点

が
１
．
０
未
満
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る

も
の
。
ま
た
、
耐
震
改
修
設
計
及
び
耐
震
改

修
工
事
を
実
施
す
る
こ
と
で
上
部
構
造
評
点

が
０
．
３
以
上
増
加
し
、
か
つ
、
増
加
後
の

上
部
構
造
評
点
が
１
．
０
以
上
と
な
る
こ
と
。

※�

上
部
構
造
評
点
と
は
、
建
物
の
地
震
に
対

す
る
強
さ
を
表
す
数
値
で
す
。

木
造
住
宅
の
耐
震
改
修
設
計

耐
震
改
修
工
事
費
の
補
助
に
つ
い
て

都
市
建
設
課
（
玉
造
庁
舎
）

　
　
　

☎ 
０
２
９
９
（
５
５
）
０
１
１
１

【
対
象
者
】

�

・
対
象
建
築
物
を
所
有
し
、
自
己
が
居
住
す

る
た
め
に
耐
震
改
修
設
計
ま
た
は
耐
震
改

修
工
事
を
実
施
す
る
方
。

�

・
市
税
及
び
税
外
収
入
金
を
滞
納
し
て
い
な
い

方
。

【
補
助
金
の
額
】

・
耐
震
改
修
設
計
費
用
の
３
分
の
１

　
（
限
度
額
10
万
円
）

・
耐
震
改
修
工
事
費
用
の
３
分
の
１

　
（
限
度
額
30
万
円
）

【
補
助
対
象
工
事
】

�

・
耐
震
改
修
設
計
及
び
耐
震
改
修
工
事
と

し
、
市
内
業
者
が
設
計
又
は
施
工
す
る
も

の
と
し
ま
す
（
対
象
建
築
物
の
建
築
又
は

増
築
を
行
っ
た
市
外
の
者
が
設
計
又
は
施

工
す
る
場
合
な
ど
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
）。

�

・
平
成
24
年
12
月
20
日
（
木
）
ま
で
に
設
計

又
は
施
工
が
完
了
す
る
こ
と
。

�

・
市
へ
の
申
請
手
続
き
を
す
る
前
に
契
約
を

行
っ
た
場
合
は
補
助
対
象
と
な
り
ま
せ
ん

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
申
込
方
法
】

　

所
定
の
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

都
市
建
設
課
（
玉
造
庁
舎
）
に
提
出
。

【
募
集
件
数
】　

耐
震
改
修
設
計
・
耐
震
改
修

工
事
と
も
に
各
６
件
（
先
着
順
。
定
数
に
達

し
た
時
点
で
締
め
切
り
）

↑ 相談￥０　着手金￥０　成功報酬制！
過　 払　 い　 金　 回　 収

借金整理・交通事故・遺言・相続

弁護士法人　リーガルプラス

124 号イオンそば

茨城県弁護士会所属

代表弁護士  谷  靖介
☎０２９９－８５－３３５０(平日 10:00 ～ 18:00)

検 索

決して安くない生命保険料

生命保険・地震保険など
今のままで良いでしょうか？

お気軽にお問い合わせ下さい

みんなの保険相談窓口

０１２０－８００－７８４

潮来ショッピングセンター アイモア店
スマイル保険ショップ

今こそ保険の見直しで
得しよう！！

　災害情報（火災情報）、選挙速報、防犯情報、健康情報、子育て情報、市のイベ

ント等の情報について、登録いただいた皆さんのパソコンや携帯電話へ、無料でメー

ル配信するサービスを行っています。（通信経費等は利用者負担）

カテゴリを選んで必要な情報だけを登録することも可能ですのでぜ

ひご登録ください。（登録時には全て選択の状態で登録されますの

で「配信項目」の変更ページより変更してください）

行方市メールマガジン
－暮らしに役立つ情報をメールでお知らせー

問�秘書課（麻生庁舎）☎ ０２９９－７２－０８１１
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外
国
人
住
民
の
み
な
さ
ま
へ

　

住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
現
行
の
外
国
人
登
録
制
度
は
廃

止
さ
れ
ま
す
。
平
成
24
年
７
月
９
日
以
降
は
、
新
し
い
在
留
管
理
制
度
が
ス

タ
ー
ト
し
、
外
国
人
住
民
の
方
も
日
本
人
と
同
様
に
、
住
民
基
本
台
帳
法
の

対
象
と
な
り
ま
す
。
今
月
か
ら
施
行
日
ま
で
の
期
間
、
主
な
改
正
点
に
つ
い

て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

＊ 

住
民
票
が
作
成
さ
れ
ま
す

　

法
施
行
日
の
時
点
で
、
一
定
要
件
を
満
た
す
外
国
人
の
方
に
対
し
て
住
民

票
を
作
成
い
た
し
ま
す
。
対
象
と
な
る
外
国
人
の
方
に
は
、
５
月
頃
に
外
国

人
登
録
原
票
を
基
に
し
た
「
仮
住
民
票
」
を
作
成
し
通
知
し
ま
す
。
内
容
確

認
に
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
内
容
等
に
相
違
の
あ
る
方
は
お
知
ら

せ
く
だ
さ
い
。

＊ 

住
所
に
関
す
る
届
出
が
変
わ
り
ま
す

　

新
制
度
の
施
行
後
は
、
日
本
人
と
同
様
に
、
行
方
市
か
ら
他
市
区
町
村
へ
住
所
を
移
転

す
る
際
に
は
「
転
出
届
」
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。
転
出
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、

転
入
先
の
市
区
町
村
に
転
出
証
明
書
と
在
留
カ
ー
ド
を
持
参
し
て
転
入
届
を
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

※�

農
業
研
修
生
等
が
出
国
す
る
際
も
、
市
役
所
に
転
出
の
届
出
が
必
要
で
す
。
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

＊
「
外
国
人
登
録
証
明
書
」
が
「
在
留
カ
ー
ド
」
に
替
わ
り
ま
す

　

外
国
人
登
録
制
度
が
廃
止
さ
れ
る
た
め
、
新
し
い
制
度
に
な
っ
て
か
ら
３
年
以
内
（
平

成
27
年
７
月
８
日
ま
で
）
に
、
入
国
管
理
局
で
「
外
国
人
登
録
証
明
書
」
を
「
在
留
カ
ー

ド
」
に
切
り
替
え
て
く
だ
さ
い
。
現
行
の
「
外
国
人
登
録
証
明
書
」
の
表
面
に
記
載
さ
れ

た
次
回
確
認
（
切
替
）
申
請
期
間
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
か
ら
３
年
が
経
過
す
る
と
効
力

が
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】
総
合
窓
口
課
（
玉
造
庁
舎
）　

電
話　

０
２
９
９-

５
５-

０
１
１
１

　

弁
護
士
の
胸
に
は
ひ
ま
わ
り
と
秤
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
バ
ッ
ジ
が
着

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
公
正
と
平
等
を
表
し
て
い
る
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
秤
は
天
秤
に
見
え
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
今
回
は
天
秤
を
モ

デ
ル
に
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
の
経
費
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
。

　

皆
さ
ん
が
お
医
者
さ
ん
の
診
察
を
受
け
た
り
、
お
薬
を
も
ら
う
と
き

は
何
割
か
の
お
金
を
支
払
い
ま
す
。（
一
部
負
担
金
）
そ
れ
以
外
の
経

費
は
市
の
国
保
か
ら
支
出
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
国
保
（
特
別
会
計
）

の
原
資
は
、
皆
さ
ん
か
ら
の
国
保
税
や
国
な
ど
の
補
助
金
な
ど
で
賄
わ

れ
ま
す
。
ま
た
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
年
度
に
必
要
な
医
療
費
な
ど
を
算

定
す
る
と
、
そ
の
必
要
な
経
費
の
一
定
割
合
を
国
な
ど
が
支
出
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
残
り
の
部
分
を
国
保
税
で
賄
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
国

な
ど
の
割
合
は
決
ま
っ
て
い
ま
す
の
で
、
総
額
で
給
付
が
多
く
な
る
と
、
必
然
的
に
他

の
支
出
が
多
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

行
方
市
に
お
い
て
は
、
平
成
21
年
度
か
ら
国
保
の
基
金
を
取
り
崩
し
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
そ
の
基
金
も
今
年
度
で
ほ
ぼ
全
て
を
利
用
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
医
療
費
な
ど
が
変
わ
ら
な
い
か
上
昇
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
国
な
ど
の
支

出
割
合
が
変
わ
ら
な
い
か
ぎ
り
、
他
の
会
計
（
一
般
会
計
）

か
ら
繰
り
入
れ
を
増
額
す
る
か
、
税
を
上
げ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

　

天
秤
は
左
右
の
重
さ
が
釣
り
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
平
衡

が
保
た
れ
ま
す
。
国
保
で
は
こ
の
給
付
と
負
担
の
平
衡
が

最
も
大
切
な
こ
と
と
言
え
ま
す
。
一
方
、
医
療
給
付
費
な

ど
の
総
額
が
低
下
す
れ
ば
、
私
た
ち
の
支
出
（
税
な
ど
）

も
少
な
く
な
る
こ
と
は
明
白
で
す
。
少
子
高
齢
化
の
急
速

な
進
展
の
中
、
こ
の
バ
ラ
ン
ス
を
い
か
に
保
っ
て
い
く
か

が
国
保
の
最
重
要
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

シリーズ　国民健康保険

シリーズ　在留管理制度　Ⅰ

バ　

ラ　

ン　

ス
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税 金 のお知らせのお知らせ
軽自動車税の減免について

　主に心身に障害のある方の生活のために使用する軽自動車等について、一定の要件を満たす場合、軽自動車税の
減免を行っています。ただし、障害者 1人につき 1台です（普通車で減免を受けている方、事業用車やリース車
は対象となりません）また、既に減免を受けている方も、あらためて申請が必要になります。
《申請期間》　　平成 24 年 5月 16 日（水）～ 24 日（木）　土日は受け付けしません。
　　　　　　　※期間を過ぎると、当該年度は減免できませんので注意してください。
《申請場所》　　麻生庁舎総合窓口・北浦庁舎総合窓口・玉造庁舎総合窓口課　
《必要なもの》　軽自動車税減免申請書（各庁舎総合窓口に用意してあります）、身体障害者手帳等（コピー不可）、
運転者の運転免許証（コピー可・免許証両面）、軽自動車納税通知書、納税義務者の印鑑（認印可）

《減免の対象となる障害者の範囲》

身体障害者手帳をお持ちの方 戦傷病者手帳をお持ちの方
健精
福神
祉障
手害
帳者
　保

療
育
手
帳等 級 項 症 款 症

1 2 3 4 5 6 7 特 1 2 3 4 5 6 1 2 3

１
級
に
該
当
す
る
方

障
害
の
程
度
が
Ａ
ま
た
は
Ａ
の
方

視 覚 障 害 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
聴 覚 障 害 ○ ○ ○ ○
平 衡 機 能 障 害 ○ ○
音 声 機 能 障 害
　（こう頭摘出によるものに限る）　 ○ ○ ○

上 肢 不 自 由 ○ ○ ○ ○ ○ ○

下 肢 不 自 由
本 人 運 転 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
家族等運転 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

体 幹 不 自 由
本 人 運 転 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
家族等運転 ○ ○ ○ ○ ○ ○

乳 幼 児 期 以 前
の 非 進 行 性
脳 病 変 に よ る
運 動 機 能 障 害

上 肢 機 能 ○ ○

移 動 機 能 ○ ○ ○ ○ ○ ○

心 臓 機 能 障 害 ○ ○ ○ ○ ○ ○
じ ん 臓 機 能 障 害 ○ ○ ○ ○ ○ ○
呼 吸 器 機 能 障 害 ○ ○ ○ ○ ○ ○
膀胱または直腸の機能障害 ○ ○ ○ ○ ○ ○
小 腸 機 能 障 害 ○ ○ ○ ○ ○ ○
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 ○ ○ ○
肝 臓 機 能 障 害 ○ ○ ○

※等級欄の記載について
旧として表示してある場合の第 7項症は本表の第 1款症、旧第 1款症は第 2款症、旧第 2款症は第 3款症にそれぞれ該当します。

《問い合わせ》税務課（麻生庁舎）　℡　0299-72-0811

市税等は納期内にお願いします
平成 24 年度の市税等の納期限は次のとおりとなっています。市税等は納期内に納付しましょう。

固定資産税　　　【１期】５月 31日　　��【２期】７月 31日　　　【３期】10月 1日　　【４期】11月 30日
軽自動車税　　　【全期】５月 31日
市・県民税　　　【1期】７月２日　　　��【２期】８月 31日　　　【３期】10月 31日　��【４期】12月 25日
国民健康保険税【１期】７月 31日　　��【２期】８月 31日　　　【３期】10月 1日　　【４期】10月 31日
　　　　　　　　【５期】11月 30日　　【６期】12月 25日　　【7期】1月 31日　　�【８期】2月 28日
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　平成２4年度の飼い犬の登録と狂犬病予防注射を下記の日程で
実施します。
　生後 91 日以上の犬は狂犬病予防法により、登録及び予防注射
が義務づけられています。
　室内小型犬や猟犬も例外ではありません（すべての犬が対象で
す）。愛犬と一緒に都合の良い会場へお越しください。

○登録料等
区　分 登録済み 未登録

登 録 手 数 料 － ２，０００円
注 射 済 証 料 ３５０円 ３５０円
予防注射料金 ２，９５０円 ２，９５０円

計 ３，３００円 ５，３００円

○犬の登録は生涯１回

　平成７年４月１日以降に済ませた登録は、その犬の生涯

にわたって有効で、毎年登録する必要はありません。

○狂犬病予防注射は、毎年１回受けなければなりません。

○届け出は環境課へ

　登録した犬が死亡したり、所在地や所有者が変わったと

きは届け出をしてください。

○問い合わせ

　環境課（北浦庁舎）���☎��０２９１－３５－２１１１

地
区

日
程 時　　間 実施場所 担当 

獣医

麻

生

地

区

９ ： ００ ～ 　９ ： ２０ 島並農村集落センター
９ ： 3 ０ ～ 　９ ： 5 ０ 本 城 会 館

１０ ： ００ ～ １０ ： 2 ０ 粗毛農村集落センター
１０ ：  ３０～ １０ ： ５０ ( 有 ) 出沼喜之助商店前

  １１ ： ００ ～ １１ ： ３０ 麻 生 公 民 館
  １１ ： ４０ ～ １２ ： ００ 新 原 公 民 館

９ ： ００ ～ 　９ ： ２０ 西 浦 地 区 学 習 セ ン タ ー
９ ： ３０ ～ 　９ ： ５０ 五町田ふるさとコミュニティセンター

  １０ ： ００ ～ １０ ： ２０ 今 宿 農 村 集 落 セ ン タ ー
  １０ ： ３０ ～ １０ ： ５０ 橋 門 四 番 組 集 会 所
  １１ ： ００ ～ １１ ： ２０ 小 高 地 区 館（ 小 高 分 館 ）
  １１ ： ３０ ～ １１ ： ５０ 井 貝 農 村 集 落 セ ン タ ー

１３ ： ００ ～ １３ ： 2 ０ 谷津農村集落センター
１３ ： ３０ ～ １３ ： ５０ 青沼ふるさとコミュニティセンター

  １４ ： ００ ～ １４ ： ２０ 四 鹿 杉 平 農 村 集 落 セ ン タ ー
    ９ ： ００ ～ 　９ ： ２０ 石 神 構 造 改 善 セ ン タ ー

　  ９ ： ３０ ～ 　９ ： ５０ 台 矢 幡 集 会 所
  １０ ： ００ ～ １０ ： ２０ 太 田 地 区 館（ 太 田 分 館 ）
  １０ ： ３０ ～ １０ ： ５０ 白 浜 ウ ォ ー キ ン グ セ ン タ ー
  １１ ： ００ ～ １１ ： ２０ 大 和 地 区 館（ 大 和 分 館 ）
  １１ ： ３０ ～ １１ ： ５０ 天掛ふるさとコミュニティセンター

５
月
20
日
（
日
）

５
月
21
日
（
月
）

５
月
22
日
（
火
）

井
川
　　哲
也

浅
野
　
継
儀

野
原
　保
夫

久
家
　直
樹

久
家
恵
美
子

清
水
　俊
也

地
区

日
程 時　　間 実施場所 担当 

獣医

玉

造

地

区

    ９ ： ００ ～ 　９ ： ２０ 若 海 農 村 集 落 セ ン タ ー
９ ： ３５ 　～ ９ ： ５５ 行 方 市 泉 配 水 場 前

  １０ ： １０ ～ １０ ： ３０ 高 須 一 本 松 前
  １０ ： ４０ ～ １１ ： ００ 玉 造 西 地 区 学 習 セ ン タ ー
  １１ ： １０ ～ １１ ： ５０ 行 方 市 役 所 玉 造 庁 舎
    ９ ： ００ ～ 　９ ： ２０ 沖 洲 集 落 セ ン タ ー

　  ９ ： ３０ ～ 　９ ： ５０ 羽 生 地 区 学 習 セ ン タ ー
  １０ ： ００ ～ １０ ： ２０ 八 木 蒔 地 区 学 習 セ ン タ ー
  １０ ： ３０ ～ １０ ： ５０ 澤 屋 商 店 前 駐 車 場
  １１ ： ００ ～ １１ ： ２０ 旧 上 山 上 組 公 民 館
  １１ ： ３０ ～ １１ ： ５０ 江 北 産 業 跡 地
  １３ ： ００ ～ １３ ： ２０ 中 山 消 防 機 庫 隣
  １３ ： ３０ ～ １３ ： ５０ 榎 本 農 民 研 修 セ ン タ ー
    ９ ： ００ ～ 　９ ： ２０ 藤 井 集 会 所

　  ９ ： ３０ ～ 　９ ： ５０ 荒 宿 農 村 集 落 セ ン タ ー
  １０ ： ００ ～ １０ ： ２０ 玉 川 地 区 学 習 セ ン タ ー
  １０ ： ３５ ～ １０ ： ５５ 新田ふるさとコミュニティセンター
  １１ ： ０５ ～ １１ ： ２５ 手 賀 地 区 学 習 セ ン タ ー
  １１ ： ３５ ～ １１ ： ５５ 小 座 山 農 村 集 落 セ ン タ ー

５
月
13
日
（
日
）

５
月
14
日
（
月
）

５
月
15
日
（
火
）

塚
本
　尚
子

牛
尾
　宣
夫

根
本
　伸
一

石
井
　周
子

野
原
　保
夫

久
家
　直
樹

◇犬は家族の一員です。愛犬のためにも放し飼いはやめて、散歩の時は引き綱をつけ、排泄物は必ず持ち帰りましょう。

毎年
忘れずに

受けさせて
ワン！

飼い犬の登録と狂犬病予防注射の実施について
（定期集合注射）

地
区

日
程 時　　間 実　施　場　所 担当 

獣医

北

浦

地

区

    ９ ： ００ ～ 　９ ： ２０ 宮 崎 金 蔵 宅 前
  　９ ： ３０ ～ 　９ ： ５０ 行 戸 中 央 公 民 館
  １０ ： ００ ～ １０ ： ２０ 前 田 商 店 隣
  １０ ： ３０ ～ １０ ： ５０ 要 地 区 館 隣
  １１ ： ００ ～ １１ ： ２０ 南 高 岡 農 村 集 落 セ ン タ ー
  １１ ： ３０ ～ １１ ： ５０ 中 根 農 村 集 落 セ ン タ ー
    ９ ： ００ ～ 　９ ： ２０ 　 集 荷 所

  　９ ： ３０ ～ 　９ ： ５０ 小 貫 消 防 機 庫
  １０ ： ００ ～ １０ ： ２０ Ｊ A グリーンショップ武田店跡
  １０ ： ３０ ～ １０ ： ５０ 武 田 地 区 館
  １１ ： ００ ～ １１ ： ２０ 長 野 江 田 園 都 市 セ ン タ ー
  １１ ： ３０ ～ １１ ： ５０ 金 上 農 村 集 落 セ ン タ ー
    ９ ： ００ ～ 　９ ： ２０ 吉 川 農 村 集 落 セ ン タ ー
    ９ ： ３０ ～ 　９ ： ５０ 繁 昌 地 区 学 習 セ ン タ ー

  １０ ： ００ ～ １０ ： ２０ 北 浦 幼 稚 園
  １０ ： ３０ ～ １０ ： ５０ 東内宿バス停（北浦肥料倉庫）
  １１ ： ００ ～ １１ ： ３０ 行 方 市 役 所 北 浦 庁 舎

５
月
17
日
（
木
）

５
月
18
日
（
金
）
５
月
19
日
（
土
）
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野
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塚
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也

塚
本
　直
子

小
鍛
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子
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岡
　武
彦

北
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　市では、犬・猫の無秩序な繁殖を抑制し、周囲に対する危害、迷惑の防止を図り、動物愛護及び管理につい
て意識の高揚を図ることを目的として、補助金を交付します。

○補助金対象者（要件をすべて満たす者）
１．行方市に住所を有し、居住している者であること
２．市税等を完納している者であること
３．獣医師において避妊、去勢手術を行う者であること

○補助対象動物
１．補助対象者が飼育する犬・猫
　　（毎年度一世帯あたりそれぞれ１頭）
２．犬については、補助対象年度に登録及び狂犬病予防注射を
　　受けていること
３．補助対象動物は、生後３カ月以上であること

○補助金額　避妊手術　犬・猫１頭　４, ０００円
　　　　　　去勢手術　犬・猫１頭　３, ０００円

○問い合わせ　環境課（北浦庁舎）���☎��０２９１－３５－２１１１

犬・猫の避妊、去勢手術の補助金のご案内

■避妊・去勢手術の効果■
メスの場合

①発情がなくなる
②オスが集まってこない
③子供が生まれない
④危険性がなくなる（犬）
⑤生殖器系の病気予防

オスの場合

①子供を生ませなくなる
②無駄吠え・遠吠え防止（犬）
③異様な声で泣かなくなる（猫）
④縄張りを争ってケンカしなくなる
⑤室内にオシッコをかけて回らなくなる（猫）
⑥生殖器系の病気予防

生ごみ処理容器購入費補助制度のお知らせ

　市では、各家庭から排出される生ごみの減量、および資源の再利用の意識の高揚を図ることを目的に、生ご
みを減量化し、堆肥化させる容器を購入する市民に対して、下記のとおり補助金を交付いたします。購入した
生ごみ処理機等の上限は下記のとおりです（消費税を除き、１００円未満は切り捨て）

補助対象器 補助金額

コンポスト容器　�土壌の表層に設置、土中の微生物の活動を利用す
る等の方式による生ごみ処理容器）

１世帯につき２基まで（上限３，０００円）
（但し、基準額は購入費の 1/2 とする）

密閉型発酵容器　�密閉型で生ごみ発酵剤を使用する等の方式による
生ごみ処理容器

１世帯につき２基まで（上限�２，０００円）
（但し、基準額は購入費の 1/2 とする）

電動式生ごみ処理機　�電動式で、細かく切り、乾燥式、バイオ式等の方
法による生ごみ処理容器

１世帯につき１基まで（上限２０，０００円）
（但し、基準額は購入費の 1/2 とする）

○補助対象者条件　行方市住民登録又は外国人登録、市税等完納している方
○申請手順等　　　生ごみ処理容器を購入後、領収書【ただし、商品名（コンポスト等）が明記されたもの】・
　　　　　　　　　保証書のコピー（電動式生ごみ処理機のみ）・印鑑及び補助金を振り込む金融機関の口座番
　　　　　　　　　号等控えを持参の上、下記までお申し込みください。
○問い合わせ　　　環境課（北浦庁舎）���☎��０２９１－３５－２１１１
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